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経 営 支 援 資 金 の 概 要経 営 支 援 資 金 の 概 要経 営 支 援 資 金 の 概 要経 営 支 援 資 金 の 概 要

経営支援資金（一般枠 ・ セーフティ枠 ・ 緊急支援枠 ・ 震災対応緊急枠）経営支援資金（一般枠 ・ セーフティ枠 ・ 緊急支援枠 ・ 震災対応緊急枠）経営支援資金（一般枠 ・ セーフティ枠 ・ 緊急支援枠 ・ 震災対応緊急枠）経営支援資金（一般枠 ・ セーフティ枠 ・ 緊急支援枠 ・ 震災対応緊急枠）

（一般枠）
次のいずれかに該当する方

１．事業活動に支障を生じているものとして知事が定める不況業種（県商工振興課HP又は県融資制度要綱

を参照）を主たる事業とする方

２．(公財)わかやま産業振興財団に下請企業として登録している中小企業者であって、別途定める

取扱基準に基づく同財団理事長の証明を受けた方

３．最近３か月の平均売上高又は平均売上高総利益が過去３か年のいずれかの同期に比べ５％以上

減少している方

４．破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て

（以下「破産等の申立」という）を行った企業又は銀行取引停止処分を受けた企業（以下「倒産企

業」という）との取引で次のいずれかに該当する方のうち、倒産企業が破産等の申立を行った日又

は銀行取引停止処分を受けた日から１年以内に融資申込みを行う方

(ア) 倒産企業に対して５０万円以上の売掛金等の未収債権（以下「未収債権」という）を有する方

(イ) 倒産企業に対して有する未収債権が５０万円未満であるが、全取引額のうち倒産企業との取

引額が２０％以上の方

融資対象
（セーフティ枠）
「中小企業信用保険法第２条第４項第１号から第４号及び同条同項第６号から第８号※」までの規定に

基づく特定中小企業者として市町村長の認定を受けた方で、事業活動に支障を生じている方

※ 第１号：連鎖倒産防止

第２号：取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

第３号：突発的災害（事故等）

第４号：突発的災害（自然災害等）

第６号：取引金融機関の破綻

第７号：取引金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整

第８号：取引金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

（緊急支援枠）
「中小企業信用保険法第２条第４項第５号※」の規定に基づく特定中小企業者として市町村長の認定を

受けた方で、事業活動に支障を生じている方

※ 第５号：業況の悪化している業種で、売上高等が減少

（震災対応緊急枠）
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第１２８条第１項第２号」の規

定に基づく中小企業者として市町村長の認定を受けた方で、経営の安定に支障を生じている方

経営支援資金 一般枠 セーフティ枠 緊急支援枠経営支援資金 一般枠 セーフティ枠 緊急支援枠経営支援資金 一般枠 セーフティ枠 緊急支援枠経営支援資金 一般枠 セーフティ枠 緊急支援枠

資金使途 運転資金 設備資金、運転資金

融資限度額 ３，０００万円以内 ５，０００万円以内 ８，０００万円以内

融
第1～4 、6号 第7･8号 第5号

融資利率 年１.４０％(注)以内 年１.２０％ 年１.４０％ 年１.２０％以内

資 以内 以内

条 年0.45%～1.30% 第1～4 、6号 第7･8号 第5号

保証料率 年０.６１％ 年０.５０％ 年０.６１％

【責任共有制度】 【責任共有制度 【責任共有制度】 【責任共有制度 対象外対象外対象外対象外】

件 対象外対象外対象外対象外】

融資期間 ７年以内（据置 １年以内） １０年以内（据置 ２年以内）

償還方法 割賦償還

保証人・担保 和歌山県信用保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による

申込先 取扱金融機関
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経営支援資金 震災対応緊急枠経営支援資金 震災対応緊急枠経営支援資金 震災対応緊急枠経営支援資金 震災対応緊急枠

資金使途 運転資金

融資限度額 ８，０００万円以内

融

融資利率 年１.２０％以内

資

条
保証料率 年０.６０％

【責任共有制度 対象外対象外対象外対象外】

件

融資期間 １０年以内（据置 ２年以内）

償還方法 割賦償還

保証人・担保 和歌山県信用保証協会及び
取扱金融機関の所定の条件
による

申込先 取扱金融機関

（注）セーフティネット保証（経営安定関連特別保証）第１～６号を利用する場合は、融資利率は表示より０.２％低い利率が上限となります

※ この融資は信用保証付きであるため、信用保証協会に保証残高があれば融資限度額に制約がある場合
があります。融資については金融機関が、また保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務
内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご
了承下さい。
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和歌山県が指定した不況業種

通 産業分類番号 指定業種

番 中 小 細

１ ０６ 総合工事業

２ ０７ 職別工事業（設備工事業を除く。）

３ ０８ 設備工事業

４ １１ 繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く。）

５ １２ 衣服・その他の繊維製品製造業

６ １３ 木材・木製品製造業（家具を除く。）

７ １４１ 家具製造業

８ １４３ 建具製造業

９ １９ プラスチック製品製造業

１０ ２１ なめし革・同製品・毛皮製造業

１１ ２３５１ 銑鉄鋳物製造業（鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除く。）

１２ ２５４２ 建築用金属製品製造業（建築用金物を除く。）

１３ ２６５ 繊維機械製造業

１４ ３２５３ ボタン製造業

１５ ３２６ 漆器製造業

１６ ３２７２ 畳製造業

１７ ３２７４ ほうき・ブラシ製造業

１８ ５４１１ 家具建具卸売業

１９ ７２１ 旅館、ホテル
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申込必要書類

経 営 支 援 資 金

一 般 枠 セーフティ枠
緊急支援枠
震災対応緊急枠

①借入申込書（別記第４号様式） ３ 通 ３ 通

②下請中小企業証明書(別記第５号様式) １ －
(一般枠)

③売上高（売上高総利益）・未収債権状況 １ －
（別記第６号様式） (一般枠)

④売上高（売上高総利益）を証する書類 １ －
(一般枠)

⑤取引先の倒産日等が確認できる書類 １ －
(一般枠)

⑥未収債権額（売掛債権額、取引額等）を証する書類 １ －
(一般枠)

⑦特定中小企業者認定書（市町村長発行） － １
(ｾｰﾌﾃｲ枠・緊急支援枠）

認定書（市町村長発行）
（震災対応緊急枠）

⑧納税証明書（県税に未納がないこと）
１ １

（３か月以内のもの）

⑨法人登記事項証明書(法人のみ)
住民票抄本(個人のみ) １ １

（３か月以内のもの）

⑩印鑑証明書 １ １
（３か月以内のもの）

⑪事業の開始に際して主務官庁の許認可等を必要と
する業種については、当該許認可証等の写し １ １

（有効期限内のもの）

その他、協会及び取扱金融機関が必要とする書類 １ 式 １ 式
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別記第４号様式（第４条関係）

年 月 日

和 歌 山 県 知 事 様
和歌山県信用保証協会理事長 様

取 扱 金 融 機 関 の 長 様

住 所
法人名又は

商 号

代 表 者 名 ,

電 話 番 号

和歌山県中小企業一般融資借入申込書

和歌山県中小企業融資制度に基づき、下記のとおり資金を借り入れたいので関係書類
を添えて申し込みます。

記

経 営 支 援 資 金経 営 支 援 資 金経 営 支 援 資 金経 営 支 援 資 金
資 金 の 種 類

（１．一般枠 ２．セーフティ枠 ３．緊急支援枠 ４．震災対応緊急枠）

設備資金 融 資 利 率 年

借 (緊急支援枠) 円 ％

入

申 運転資金 融 資 期 間
込 円 年以内

金

額 合 計 償 還 方 法 割 賦 償 還
円 (据置期間) （ か月）

借 入 申 込

金 融 機 関 支店名

仕 事 の 内 容

（業 種）

資 金 使 途

（具体的に）

備 考

※ この融資は信用保証付きであるため、信用保証協会に保証残高があれば融資限度額に制約がある場合が

あります。融資については金融機関が、また保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、

資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承下さい。
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別記第５号様式（第４条関係）

下請中小企業証明申請書(｢和歌山県中小企業一般融資経営支援資金｣申込用)

所 在 地
法人名又は
商 号
代表者名 ,

１ 事業の概要

資 本 金 万円 従業員数 人 創業年月日 年 月 日

主たる事業内容

直近１年間の売上額(Ａ) 万円（ 年 月～ 年 月）

２ 親事業者の概要
（注）親事業者が複数ある場合は、それぞれの親事業者ごとに記入してください。（別紙可。様式任意）

親事業者名

所 在 地

資 本 金 万円 従業員数 人

業 種

３ 親事業者との取引の概要

取 引 内 容

万円（ 年 月～ 年 月）
直近１年間の売上額(Ｂ) （注）親事業者が複数ある場合は、当該複数親事業者との取引額の合計額を記入し

てください。また、期間は、（Ａ）と同一の期間で記入してください。

親事業者への取引依存度(B/A×100) ％

親事業者の事業活動の変更内容及びその影響

上記の者は、本財団の登録下請企業であり、記載内容に間違いのないことを証明します。
年 月 日

（公財）わかやま産業振興財団理事長 ,

※証明後、証明内容に加筆、修正等があった場合は、本証明書は無効とします。

※前期決算書表（個人にあっては、確定申告書）の写しを添付してください。
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別記第６号様式（第４条関係）

売上高(売上高総利益)・未収債権状況

住 所

法人名又は

商 号

代 表 者 名 ,

１ 売上高（売上高総利益）

最 近 ３ か 月 （注１） 前年・２年前・３年前

売上高(売上高総利益) 売上高(売上高総利益)

平成 年 月 千円 平成 年 月 千円

平成 年 月 千円 平成 年 月 千円

平成 年 月 千円 平成 年 月 千円

３ か 月 計 千円 ３ か 月 計 千円

３か月平均(Ａ） 千円 ３か月平均(Ｂ) 千円

減少率＝（１－（Ａ／Ｂ））×１００ ％（小数点第１位まで）

（注１）「最近３か月」欄には、売上額(売上高総利益額)の月集計のできている直近の連続した３か

月を記入して下さい。ただし、比較対象とする月は、申込月を含み６か月以内の月とし、６か月

を超える月を１か月でも含む場合は申込対象になりません。

売上高総利益＝売上高(完成工事高)－売上原価(完成工事原価)

（注２）売上帳簿、仕入帳簿、確定申告書、月次試算表等、上記売上高(売上高総利益)を証する書類

を添付してください。

２ 未収債権

倒産企業名

倒 産 理 由 ①（破産手続・民事再生手続・更生手続・整理・特別清算）開始の申立て

②銀行取引停止処分 ③その他（ ）

年 月 日
倒産年月日 （倒産事由の発生日を記入してください。１年以上経過していると申込対象になり

ません。）

未収債権額 千円

（未収債権額が50万円に満たない場合は、以下も記入してください。）

最近１年間の倒産企業との取引額 千円(Ａ)

上記期間中の全取引額 千円(Ｂ)

倒産企業との取引依存率(A/B)×100 ％


